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１．はじめに 

	 我が国において、商標や標章は、商標法および不正競争防止法などによって他人の侵害

行為から保護される。 

	 商標法による保護は、特許庁に商標出願をして商標登録することによって生じる商標権

を有していることが大前提となる。商標権を有していれば、登録商標および指定商品又は

指定役務と同一または類似の範囲における第三者の使用行為に対して差止請求権等を行使

することができる。商標権を有していなければ、第三者の侵害行為からは保護されない。 

	 一方、不正競争防止法による保護は商標権の有無を問わない。不正競争防止法２条１項

所定の「不正競争」に該当する他人の行為に対しては、差止請求権等を行使することがで

きる。 

	 不正競争防止法２条１項の中でも、特に１号が規定する「不正競争」とは以下のような

行為である。 

「他人の商品等表示（人の業務に係る（略）商標、標章（略））として需要者の間に広く認

識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用

した商品を譲渡し（略）て、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」 

	 したがって、上記規定に基づく救済を受けるためには、他人が自己の周知商品等表示と

同一又は類似の表示を使用して、商品の出所に混同を生じさせることが要件となる。しか

し、学説においては、表示の類否に独立の意味を持たせることなく、混同のおそれが生じ

るときは表示も類似するという傾向が強い（竹田稔著「知的財産権侵害要論	 不正競業編」

発明協会 65 頁）。 

	 このように、不正競争防止法２条１項１号と商標法には、商標の「類似」なる概念が規

定されているが、両法における「類似」概念の違いを明確に感じ取れるケースは少ない。 

	 今回取り上げる判決は、不正競争防止法２条１項１号に関する事案であり、同規定の「類



似」そして「混同」の両概念の特質を感じていただく事案として紹介する。 

 

２．事案の概要 

(1)	 裁判所	 ：東京地方裁判所 

	 	 判決日	 ：平成 15 年 2 月 20 日 

	 	 事件番号：平成 13 年（ﾜ）第 2721 号 

(2)	 原告らについて 

  原告サニーヘルスは、水に溶かして飲む粉末タイプの超低カロリー栄養食品（商品名「マ

イクロダイエット」。以下「原告商品」という。）を主力商品として製造販売している。 

	 原告日本ユニバイトは、原告商品を製造してその全量を原告サニーヘルスに販売してい

る。 

(3)	 被告らについて 

	 被告ホルスは、原告と同種の水に溶かして飲むタイプの超低カロリー栄養食品（商品名

「マイクロシルエット」。以下「被告商品」という。）の原料を製造し、これを被告日本天

然物研究所に販売している。 

	 被告日本天然物研究所は、被告ホルスから購入した原料を用いて被告商品を製造し、被

告コスメディコ等に卸して販売している。 

	 被告コスメディコは、被告日本天然物研究所から購入した被告商品を小売店等に販売し

ている。 

(4)	 原告標章の使用について 

	 原告らは、昭和６３年１２月頃に原告商品の販売を開始したが、その容器・包装等に下

記原告標章１および２を付して使用している。 

	 原告標章１および２： 

	 	  

	 原告サニーヘルスは、平成２年１月ころから有名雑誌に原告商品の広告を掲載し、その

後も有名雑誌等を媒体とする宣伝広告を継続し、平成１２年９月末までに、約６１４１万



食分の原告商品を販売した。 

(5)	 被告商標権について 

	 訴外Ａは、平成６年３月から平成８年４月まで原告サニーヘルスに勤務した元従業員で

あるが、同原告在職当時の平成７年１０月３１日、片仮名「マイクロシルエット」を横一

列に配してなる標章を商標登録出願した。被告ホルスは、原告サニーヘルスとの間で締結

した業務委託契約が終了した後の平成８年１１月１１日、訴外Ａから、当時出願中であっ

た「マイクロシルエット」の商標登録を受ける権利の譲渡を受けた。そして、平成９年７

月１８日に上記「マイクロシルエット」は商標登録された。被告ホルス所有の被告商標権

の内容は下記の通り。 

	 	 登録第４０３１４８０号 

	 	 登録商標 

	 	 	  

	 	 区分	 	 第３０類（平成３年法） 

(6)	 被告標章の使用について 

	 被告らは、平成９年初めころから、被告商品の販売を開始した。被告らは、被告商品の

容器・包装等に下記被告標章１ないし４（本件では被告標章５，６についても争われたが

本稿では省略する）を付して使用し、現在に至るまで使用し続けている。 

	 被告標章１ないし４： 

	 	  

 

(7)	 原告らの請求 



	 原告らは、原告標章は著名商品等表示又は周知商品等表示に該当するものであり、被告

らがこれと類似する被告標章を使用する行為は、不正競争防止法２条１項２号又は１号所

定の不正競争行為に該当すると主張して、被告らに対して、被告標章の使用の差止め及び 

損害賠償等を求めた。 

(8)	 裁判所の判断 

Ａ	 結論 

	 被告らが被告標章１ないし４を使用する行為は、不正競争防止法２条１項１号所定の不

正競争行為に該当する。 

Ｂ	 理由 

①	 原告標章の周知性及び著名性について 

	 原告サニーヘルスによる有名雑誌を媒体とした宣伝広告が始まって約５年が経過し、そ

の販売実績が約１６６９万食分に達した平成６年末までには、原告らが原告商品に付して

使用する原告標章（「マイクロダイエット」及び「ＭＩＣＲＯＤＩＥＴ」）は、原告らの商

品等表示として、需要者の間に広く認識されていた（不正競争防止法２条１項１号）もの

というべきである。 

②	 原告標章と被告標章の類否について 

	 原告標章１と被告標章１および２、また、原告標章２と被告標章３および４とを比較す

ると、各原告標章からは「マイクロダイエット」の称呼が、各被告標章からは「マイクロ

シルエット」の称呼がそれぞれ生ずるところ、前半部分が「マイクロ」で同一である上に、

相違する「ダイエット」及び「シルエット」の各部分も、全体が５音であること及び語尾

が「エット」であることにおいて共通しており、その相違はさほど大きなものではないか

ら、上記各標章から生ずる称呼は、全体として類似すると認められる。 

	 さらに、原告標章及び被告標章に共通する「マイクロ」からは、「微小」との観念が生じ

る一方で、相違する部分についても、「ダイエット」からは、美容、減量、痩身等の観念を

生じ、「シルエット」からは、一般的な「影」という意味のほか、減量、痩身により得られ

る美しい体型という観念を生じ得るから、両者は、観念が類似するということができる。

そうすると被告標章と原告標章とは、称呼及び観念において類似するものである。 

	 外観においても、原告標章１と被告標章１および２、また、原告標章２と被告標章３お

よび４では、いずれも平凡な字体からなる標章であるから外観上の差異はほとんどない。 



	 以上によれば、各被告標章は、原告標章に類似するものと認められる。 

（なお、被告らは、被告登録商標の出願当時、既に原告標章が商標登録出願されており、

商標法４条１項１０号、１１号及び１５号の要件が吟味されたはずであるにもかかわらず、

被告登録商標が登録されたのだから、原告標章と被告標章は類似しないというべきである

旨主張するが、特許庁が商標登録の可否の場面において行う先願商標との類否判断と侵害

訴訟の場面における裁判所の類否判断とは観点を異にする面もあり、侵害訴訟における裁

判所の類否判断が特許庁の判断に拘束されるものではない。） 

③	 混同の有無について 

	 原告商品や被告商品のようなダイエット食品は、通信販売ないしテレビ番組を通じての

販売を主たる流通形態とするものと認められるところ、このような商品の需要者は、店頭

で実際の商品を手に取り、吟味した上で購入するわけではない。また、下記のような事実

が認められる。 

・いずれも、粉末状で水に溶かして飲む超低カロリーの栄養食品であり、日常生活に必要

な蛋白質、ビタミン類、ミネラル類等を摂取できる一方で、摂取カロリーだけを低く抑え

ることができ、健康に影響を及ぼさずにダイエットできることを最大の宣伝文句にしてい

る商品であること。 

・いずれも、ヨーグルト味、ココア味、ストロベリー味等の風味が付けられ、袋ごとに小

分けされた商品が何袋か箱詰めされて、このような箱詰めを基本的な販売単位として流通

していること。 

・原告商品の容器・包装においては、立方体の艶のある白色地の紙箱に、鮮やかな多色パ

ステルカラーないし単色青色の模様を描き、その下に商品名「ＭＩＣＲＯＤＩＥＴ」を黒

色 ゴ シ ッ ク 体 英 文 字 で 配 し 、 そ の 下 に 「 Maximum Weight Loss-Minimum 

Calories-Complete Nutrition」なる表示を配して、さらに、これらの左側に栄養成分表を

表示しているところ、被告商品の容器・包装においても、ほぼ同じ大きさ・体裁の紙箱に、

上記同様の多色パステルカラーないし単色青色の模様を描き、その下に商品名「ＭＩＣＲ

Ｏ	 ＳＩＬＨＯＵＥＴＴＥ」を黒色ゴシック体英文字で配し、その下に「Maximum Weight 

Loss-Minimum Calories-Complete Nutrition」なる表示を配して、さらに、これらの左側

にほぼ上記同様の栄養成分表を表示していること。 

・原告商品の雑誌広告においては、ダイエット効果があった実例として複数の一般需要者



が紹介されているほか、上記容器・包装を伴う箱、小分けされた商品入りの袋、商品を水

に溶かしてグラスに注いだ写真等が掲載されているのに対し、被告商品の雑誌広告におい

ては、同商品の愛用者とされる若手女性タレントが紹介されているほか、上記容器・包装

を伴う箱、小分けされた商品入りの袋、商品を水に溶かしてグラスに注いだ写真等が掲載

されていること。 

・原告らは、販売促進用資料として、「すぐに使えるダイエットメニュー」と題する冊子を

作成し、使用していたところ、被告らは、原告商品名「マイクロダイエット」を被告商品

名「マイクロシルエット」に差し替えただけで、題名が「すぐに使えるダイエットメニュ

ー」で同じであるほか、冊子の中で紹介されている料理の献立・写真や、イラスト、説明

書きの本文に至るまで、原告ら作成にかかる上記冊子をほぼそのまま引き写した冊子を作

成し、使用したこと。 

・原告会社名と被告商品名を並べて「サニーヘルス	 マイクロシルエット」と記載した小

売店作成のチラシ広告や、あるいは、被告商品の写真を掲載する一方で、商品名を「マイ

クロダイエットシルエット」あるいは「マイクロダイエット」と表記した小売店作成のチ

ラシ広告が散見されるほか、小売店の店頭において原告商品名が表示された商品棚に被告

商品を陳列した例も見られること。 

	 上記によれば、原告商品と被告商品は、いわゆる通販商品として、商品名ないし標章が

商品の購入を決する際に需要者に与える印象の大きな取引形態である上に、商品としての

基本的な性質が同一であるほか、その宣伝や販売の手法・形態にも共通するところが少な

くなく、小売店のチラシ広告や店頭販売の段階においては、原告商品と被告商品とが厳密

に区別されていない例すら散見されるから、取引者や需要者の間では、両者は非常に近い

種類の商品と認識されているものと認められる。そうすると、原告標章に類似する被告標

章を使用した被告商品を販売する行為は、原告商品との「混同を生じさせる行為」に当た

るというべきである。 

④	 登録商標使用の抗弁について 

	 被告標章は、いずれも、被告登録商標と実質的に同一であり、被告登録商標の使用権の

範囲内にあるものと認められる。これらについては、被告らは、登録商標使用の抗弁を主

張し得る。 

⑤	 権利濫用の再抗弁について 



	 訴外Ａは、原告サニーヘルスに従業員として在職中に、原告商品が好調な売れ行きを示

し、原告標章が周知の商品等表示となっていることを認識しながら、これと類似する被告

登録商標につき商標登録出願をしたものであり、原告標章の周知性にただ乗りする意図の

下に上記商標登録出願をした。被告ホルスは、原告標章が周知の商品等表示となっている

ことを認識しながら、訴外Ａからこれと類似する被告登録商標の商標登録を受ける権利を

譲り受けており、同被告は、原告標章が周知の商品等表示となった後に被告登録商標が出

願されたことを認識していたか、又は知り得べきものでありながら過失によって知らなか

った。 

	 被告ホルスが商標権者として被告登録商標を使用する行為は権利濫用に該当するもので

あり、原告らの請求に対し、登録商標使用の抗弁を主張することは、権利の濫用に当たる

ものとして許されない。 

	 以上によれば、被告らが被告標章を使用する行為は、不正競争防止法２条１項１号の不

正競争行為に該当する。 

 

３．考察 

①	 不正競争防止法２条１項１号における「類似」と「混同」 

	 本件判決の注目すべき点として、原告標章１「マイクロダイエット」と被告標章１、２

「マイクロシルエット」、原告標章２「ＭＩＣＲＯＤＩＥＴ」と被告標章３「ＭＩＣＲＯ Ｓ

ＩＬＨＯＵＥＴＴＥ」同４「ＭＩＣＲＯ／ＳＩＬＨＯＵＥＴＴＥ」を、裁判所がそれぞれ

類似と判断し、原告商品と被告商品の間には出所の混同が生じると判断した点が挙げられ

る。 

	 不正競争防止法上の商品等表示の「類似」については、「取引の実情のもとにおいて、取

引者、需要者が、両者の外観、称呼、又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全

体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断するのを相当とす

る」とされている（最高裁判決昭和 58.10.7）。特に、商標の類否に関しては、商標権侵害

において判例の蓄積があり、商標権侵害での「商標の類似」の判断手法が不正競争防止法

上の商標の類似判断において利用されることが多い。 

	 一方、その商標権侵害における「商標の類似」については、「商標の類否は、同一又は類

似の商品に使用された商標が外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、



記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、かつその商品の取引の実情を明らか

にし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである」とされている（最

高裁判決昭和 43.2.27、最高裁判決平成 9.3.11）。 

	 このように、両類似の概念の判断については、似た判断基準が最高裁によって示されて

いる。しかし、本件で類似と判断された原告標章と被告標章が、商標権侵害における「類

似」とも言えるかどうかについては疑問が残る。 

	 過去の商標権侵害に関する判決には、称呼・観念および外観の点から検討した場合には

紛らわしいと思われるケースでも、両商標が付された商品の具体的取引の実情を参酌した

上で、両商標は非類似と判断した事例は多く見受けられる（例えば、最近では「ＢＥＡＲ

事件／東京高裁判決平成 14.12.19」がある。取引の実情を考慮して商標「ＢｅａＲ」と商

標「Ｂｅａｒ」、「ＢＥＡＲ」は非類似とされた）。しかし、逆に、称呼・観念および外観の

点から検討した場合には紛らわしくは無いが、具体的取引の実情を検討すれば両商標は類

似との判断を行った判決はあまり無いと認識している（なお、具体的な取引実情を考慮し

て類似と判断した事件として「大森林事件／最高裁判決平 4.9.22」がある。取引の実情を

考慮した上で「大森林」と「木林森」は類似と判断された）。 

	 この点、本件は不正競争防止法２条１項１号のケースだが、裁判所は、原告被告の両者

から提出された主張・証拠を十分に検討し、商品、商品の包装方法、そして包装箱、雑誌

広告、販売促進資料等のデザインが共通していることを認定し、現実の取引において、原

告商品と被告商品との間に出所の混同が生じると判断した上で、両標章は類似するという

判断に至っていると考えられる。 

	 まさに、商標権侵害における商標の類否判断においては「取引の実情」は両商標が非類

似の方向に働く事例が多い中で、不正競争防止法２条１項１号の商品等表示の「類似」で

は、具体的取引の実情が、両表示が類似であるとの判断の方向に働く要素を十分にもって

いることを示す事例であると考える。 

	 不競法２条１項１号の「類似」概念と商標権侵害の場面における商標の「類似」概念は、

各種文献・判決において比較して述べられることが多い。本件においては、この２つの「類

似」概念の違いを明確に感じることができるのではなかろうか。 

 

②	 登録商標使用の抗弁 



	 被告は、被告登録商標を所有しており、被告標章の使用は被告登録商標の正当な権利行

使（正当な使用行為という意と解する）である旨を登録商標使用の抗弁として述べている。

しかし、この点は、不正競争防止法上には規定は無いが、判決理由中において示されてい

る通り、原告標章の周知性にただ乗りする意図の下に出願され、原告標章が周知の商品等

表示となっていることを認識しながら、これと類似する被告登録商標の商標登録を受ける

権利を譲り受けており、同被告は、原告標章が周知の商品等表示となった後に被告登録商

標が出願されたことを認識していたか、又は知り得べきものでありながら過失によって知

らなかったような不正行為があったにも関わらず、被告ホルスが商標権者として被告登録

商標を使用する行為は権利濫用に該当するものであり、原告らの請求に対し、登録商標使

用の抗弁を主張することは、権利の濫用に当たるものとして許されないとした裁判所の判

断は妥当であろう。 

 

③	 まとめ 

	 本件は、不正競争防止法２条１項１号の「類似」「混同」概念の特質を感じ取れるケース

として、また、登録商標を使用している場合でも、不正競争行為に該当する場合があると

して、実務者は肝に銘ずべき判決である。 

 

以上 
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